
○ 「周波数割当計画」新旧対照表                                  （二重下線部分が変更箇所） 
変 更 後 変 更 前 

第１ 総則 第１ 総則 （略） 

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 法第２７条の１３第４項の規定により指定された周波数は、第３に掲げるものとする。  

５ 各無線局に対する周波数の割当ては、次に掲げる事項を考慮して行うものとする。 

(1)～(3) （略） 

(4) 第３に掲げる周波数 

(5) （略） 

４ 各無線局に対する周波数の割当ては、次に掲げる事項を考慮して行うものとする。 

(1)～(3) （略） 

(4) 法第２７条の１３第４項の規定により指定された周波数 

(5) （略） 

６・７ （略） ５・６ （略） 

第２ 周波数割当表 

（略） 

第２ 周波数割当表 

 （略） 

第３ 特定基地局の開設計画の認定において指定された周波数  

 1513MHz を超え 1516MHz 以下  

      

  

  

 
 
 
 
 


